第144号様式（用紙日本産業規格Ａ４）（第105条関係）	

狩　猟　税　納　付　書狩猟税収入証紙納付書
	
	※登録番号

	
	

	納付目的
	　　　　　年度　狩猟税
	※　納税済印押印欄

	納　　　　　税　　　　　者
	

	フリガナ
	
	

	氏名
	
	

	生年月日
	年　　　月　　　日　
	

	住所
	　　　　　　　市　　　　町
　　　　　　　郡　　　　村
	※　県事務所等確認欄

	電話番号
	
	　納付金額内訳

	職業
	番号
	職　業　名
	番号欄は、狩猟者登録申請書の職業分類の番号を記入すること。
	・手数料　　　　　円

・狩猟税　　　　　円

	
	
	
	
	

	狩猟者登録年月日
	年　　　月　　　日　
	

	
	

	納　　　　　付　　　　　額
	

	区　　　　分
	狩猟免許区分
	税額
	
	

	
	
	
	附則第16条の２に該当
	

	岐阜県税条例第160条第１項第１号該当
	第一種
	16,500円
	8,200円
	

	同条例第160条第１項第２号該当
	第一種
	11,000円
	5,500円
	

	同条例第160条第１項第３号該当
	網・わな
	8,200円
	4,100円
	

	同条例第160条第１項第４号該当
	網・わな
	5,500円
	2,700円
	※　調定決議番号記載欄


	同条例第160条第１項第５号該当
	第二種
	5,500円
	2,700円
	

	同条例第160条第２項
①　第１号該当
②　第２号該当
同条例第160条第１項第２号又は第４号該当
有　・　無
	第一種
	円
	円
	

	
	網・わな
	円
	円
	

	
	第二種
	円
	円
	


　備考　１　納付額欄は、岐阜県税条例の規定の該当及び有・無並びに狩猟免許区分の種類を○で囲むこと。
　　　　２　岐阜県税条例第160条第１項第２号又は第４号に該当する者は、市（区）町村長の証明書を添付すること。
　　　　３　岐阜県税条例附則第16条の２に該当する場合は、許可証又は従事者証等の写し及び捕獲等の結果を記載した書類を添付すること。
　　　　４　※印の欄は、記載しないこと。
　　　　５　第15号様式備考は、この様式について準用する。

第 14 4 号様式 （用紙日本産業規格Ａ４）（ 第 10 5 条 関係 ）       狩   猟   税   納   付   書  

 ※ 登録番号  

  

納付目的        年度   狩猟税  ※   納税済印押印 欄  

納       税       者   

フリガナ    

氏名    

生年月日  年     月     日     

住所          市      町           郡      村  ※   県事務所等確認欄  

電話番号     納付金額内訳  

職業  番号  職   業   名  番号欄は、狩猟者           登 録申請書の職業分類の 番号を記入すること。  ・手数料       円     ・狩猟税       円  

  

狩猟者登録年月日  年     月     日     

  

納       付       額   

区       分  狩猟免許 区分  税額    

附則第 16 条 の２に該当   

岐阜県税条例第 160 条 第１項第１号該当  第一種  16,500 円  8,200 円   

同条例第 160 条第１項 第２号該当  第一種  11,000 円  5,500 円   

同条例第 160 条第１項 第３号該当  網・わな  8,200 円  4,100 円   

同条例第 160 条第１項 第４号該当  網・わな  5,500 円  2,700 円  ※   調定決議番号記載 欄    

同条例第 160 条第１項 第５号該当  第二種  5,500 円  2,700 円   

同条例第 160 条第２項   ①   第１ 号該当   ②   第２号該当   同条例第 160 条第１項 第２号又は第４号該当   有   ・   無  第一種  円  円   

網・わな  円  円   

第二種  円  円   

  備考   １   納付額欄は、岐阜県税条例の規定の該当及び有・無並びに狩猟免許区分の種 類を○で囲むこと。        ２   岐阜県税条例第 160 条第１項第２号又は第４号に該当する者は、市（区）町 村長の証明書を添付すること。        ３   岐阜県税条例附則第 16 条の２に該当する場合は、許可証又は従事者証等の写 し及び捕獲等の結果を記載した書類を添付すること。        ４   ※印の欄 は、記載しないこと。        ５   第 15 号様式備考は、この様式について準用する。  

